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部会の構成と各部会の主な目的・今期の重点課題 

 今期は、統一のテーマは設定せず、各専門部会が、様々な情勢変化に応じた重点課題を設

定し活動を行って来ました。専門部会の活動の詳細は、各部会の活動報告書やホームページ

の議事録等を参照ください。 

 

 
目的  

（関連する制度・法律等） 
令和６・７年度の重点課題 

 

くらし 

部会 

区内の様々な事業所、関係団体の担当者

に参加いただき、障がいのある方が地域

でくらし続けるためにはどうしたらよ

いか、課題を共有し、意見交換を図る。 

（障害者総合支援法等） 

１ 高齢化の課題 

２ 障がい福祉計画「くらし」に関す 

る施策の情報交換・課題の検討 

３ 事業所等への情報提供 

 

 

はたらく

部会 

障がいのある方が、その人らしい働き方

を実現できる地域づくりを目指した、地

域連携及び地域資源開発のあり方を検

討する。 

（障害者総合支援法・障害者雇用促進法

等） 

１ 働き方の多様化や法改正といった 

外的環境の変化に伴い、働くことを

希望する障がいのある人や雇用を検

討する事業者に対して、適切な情報

提供や支援が行えるよう、情報の共

有及び整理を行う。また障がいがあ

る人の就労支援を行う関係者全体の

支援の質の向上を目指し、具体的な

取り組みを進める。 

 

こども 

部会 

さまざまな立場からこどもの支援にか

かわっている足立区内の１５の機関・団

体関係者が一堂に会し、区内の子どもの

置かれている状況の共通理解と情報共

有、更には課題の共有を図る。 

また、そこから建設的かつ具体的に関係

者が単独あるいは協働してやるべきこ

と、やれたら良いことを考え、行政に向

けての提案などに繋がる協議・議論を多

面的かつ具体的に展開する場とする。 

（児童福祉法等） 

１ 各機関の活動内容等について情報 

共有し、「横の連携」をテーマに、顔

の見えるつながりについて検討して

いく。 

２ 部会の会場を委員の所属機関で実

施することで施設を理解し、より深

い議論につなげていく。 

３ 子ども・若者の意見を聴く機会を

設定し、今後の協議内容に反映させ

ていく。 
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目的  

（関連する制度・法律等） 
令和６・７年度の重点課題 

 

相談支援

部会 

障がい児・者が地域で安心・安全な生

活を送るために必要な、相談支援に関

する諸課題を検討・整理し相談支援体

制をより充実させるとともにその仕組

みづくり等について検討する。 

（障害者総合支援法等） 

１ 相談支援の視点から足立区の地域 

の強みと課題を抽出する。 

２ 相談支援体制や機能充実のため、 

各種団体との連携のあり方を協議す 

る。 

３ 相談支援従事者の資質向上の取り 

組みについて協議する。 

 

権利擁護

部会 

地域における障がい者差別、合理的配

慮、権利擁護の事例等について障がい

者、関係団体、事業者等と情報を共有

し、障がい者差別の解消及び合理的配

慮、権利擁護の推進について検討する。 

（障害者差別解消法、障害者虐待防止

法、成年後見制度、権利条約） 

１ 障害者差別解消および合理的配慮

に関する相談事例の共有と、区の相

談体制や法律の周知・ＰＲ方法につ

いて検討する。 

２ 意思決定支援と成年後見制度にお

ける「チームによる権利擁護支援」

の在り方について各委員の視点から

意見交換を行う。 

３ 障がいのある方に対する虐待防止

について、各委員がそれぞれの立場

で事例を通して検討を行う。 

４ 障がい理解と共生社会に向けた啓

発活動（ＰＲ）を、子どもや企業な

ど接点が少ない層にも「自分ごと」

として捉えてもらうための工夫を検

討する。 

５ 成年後見制度の見直しや他自治体

の法人後見の事例を通じ、権利擁護

支援を支える仕組みづくりについて

協議する。 

 

精神医療

部会 

精神障がい者の支援に関する連携及び

調整 

（精神保健福祉法） 

１ 「精神障害にも対応した地域包括 

ケアシステムの構築」に向けた協議

及び情報共有 
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この２年間に協議された主な内容・抽出課題と「柱立て」 
 

 この２年間に協議された主な内容・抽出課題について「足立区障がい者計画」の

“柱立て”に沿って、分類しました。 

協議の詳細はホームページの議事録を参照ください。 

 
 

視点【ひと】 

 柱立て（１） さまざまな場面における障がい福祉を担う人材の育成 

【介護人材】 

パワースーツやリフト等のテクノロジー導入による介助負担の軽減策を検討。また、人

材確保のためには、短時間勤務の活用や、力仕事に頼らない専門的アプローチやテクノロ

ジーの活用を情報発信し、専門性と安全性をアピールしていくことを模索。 

※ 特に抽出された課題 

① 訪問系サービスや短期入所の職員確保。 

  ② 他業種のアルバイトとの競合対策として、 

時給ＵＰや事業所独自の特色“ウリ”の発信が必要 

  ③ 強度行動障がい、医療的ケア等の高度な専門性の確保   くらし 
 

【相談従事者】 

やりがいを持って継続できるサポーティブな仕組みづくりを検討。 相談支援 
 

【ピアサポーター】 

精神障がい者の地域移行の促進に向けピアサポーターの養成と活用を強化したい。 

「ピアサポーターになってもよい」との人材の裾野を広げるための周知・増員策を検討。 

精神医療 
 

 柱立て（２） 障がいの理解と障がい者に対する差別解消に向けた取り組み 
 

【差別解消・合理的配慮】 

  障がい理解と共生社会に向けた啓発活動について協議。「自分ごと」として捉えてもら

えるよう、特に接点が少ない子どもや企業を対象とした啓発活動のあり方について、部会

を横断（はたらく・精神医療・相談支援・権利擁護）したワーキングを実施し検討。 

民間事業者や区民への周知・啓発を目的としたセミナーを開催 

権利擁護 
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視点【くらし】 

 柱立て（１） 乳幼児期から青年期までの切れ目のない支援の充実と多様な連携

による療育・教育・福祉サービスの構築 
 

【顔の見えるつながりづくり】 

各機関・団体の顔の見えるつながりの構築により、適切な時期に適切な支援を必要な方

に届けていくことを目指して協議。 

児童発達支援センターや学校関係者等との 

横断的な連携体制を構築するため相互の見学を実施。           こども 
 

 柱立て（２） 成人期の障がい者がライフステージに応じた支援を受けられる体

制の充実（障害者総合支援法関連） 
 

【日中活動の多様化と充実】 

  第７期障がい福祉計画の進捗について確認し検討した。 

※ 日中活動の課題 

① 生活介護の長時間利用ニーズへの対応 

② 医療的ケア（経管栄養、喀痰吸引等）が必要な方の受入体制 

③ 加齢に伴い「作業効率」から「生活重視」へシフトする等 

本人の意向を尊重した支援計画への見直しの必要性        くらし 
 

 柱立て（３） 障がい者への虐待防止と権利擁護に向けた取り組み 
  

【虐待防止と早期支援】 

障がい者虐待の通報窓口の基準やフローチャートを確認。本人の意思表出が困難な場合

に周囲の権利侵害等への気付きと早期支援の重要性について事例を通して検討。 
 

【チームによる権利擁護支援】 

法人後見や中核機関の他の自治体の視察報告などを通じ、足立区における成年後見制度

や意思決定支援等「チームによる権利擁護支援」のあり方を協議 権利擁護 
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 柱立て（４） 就労支援の充実（それぞれの特性に合わせていきいきと働くため 

の支援） 
 

【新たな事業と雇用施策への対応】 

「就労選択支援」の円滑な導入に向け、制度の枠組みや区の進捗状況を共有。法定雇用率

の引き上げに対応するための企業向け周知を検討。 

区内企業の成功事例を盛り込んだ QRコード連携型の 

企業向けパンフレットを作成。セミナーを開催。            はたらく 
 

【医療機関における就労支援の取り組み】 

精神障がい者の雇用増を見据え、医療機関における就労支援の取組状況を共有。 

ハローワーク・支援機関・医療機関の強固な連携による質の高い就労支援体制を検討。 

はたらく 
 

 柱立て（５） 障がい者が身近な地域で芸術・文化・スポーツを楽しめる仕組み 

づくり 
 

【就労以外の場面でも楽しく過ごせる「居場所（サードプレイス）」の確保】 

就労以外の場面でも楽しく過ごせる「居場所（サードプレイス）」の確保についての必

要性を課題抽出                            はたらく 
  

 柱立て（６） 相談支援体制の強化と、重度化・高齢化を見据えた拠点の充実 
  

【相談支援専門員の資質向上】 

相談支援従事者の資質向上を目指し、行政的な評価や指導ではなく、主任相談支援専門 

員らが事業所を訪問し個別事例を振り返る「あだち相談支援フォローアッププロジェクト

（足立版モニタリング検証）」の実施について検討・共有・評価。相談支援・ケアマネ評価 
 

【サービス未利用者層へのアプローチ】 

福祉まるごと相談課の相談について共有、サービス未利用者層や支援拒否層へのアウト

リーチ等相談の敷居を下げる工夫を協議。                 相談支援 

【プッシュ型の情報提供】 

前期からの継続課題であった、サービスや社会資源の情報提供について、一部実現し、

部会等で情報共有した。 

障がいのある方等が必要な情報を入手しやすくするため、 

足立区 LINE公式アカウント内に「障がい者支援機能を追加」        相談支援 
 

【地域生活支援拠点等の評価・検証等】 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証、および日中サービス支援型共同生活援助事業所

の評価等を実施評価・指導を実施                   ケアマネ評価 
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 柱立て（７） 情報バリアフリーと意思疎通支援の充実 
 

【知的障がい・精神障がいのある方への情報提供】 

改正障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供において、ハード面のみならず、知

的・精神障がいのある方への分かりやすい情報提供などのソフト面の配慮の重要性を確認 

権利擁護 
 

 柱立て（８） 障がい者の住まいについて 
  

【「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」ワーキングでの住宅関係部署との連携】 

障がいのある方の民間住宅への入居における課題解決に向け、住宅関係部署と協力し、

他自治体の居住支援法人の活用事例を含む住居確保支援のあり方をワーキングにて検討。 

精神医療 

 
 

視点【まち】 

 柱立て（１） 安心・安全なまちづくりの実現 
  

・今期における協議抽出課題の該当なし。  

 柱立て（２） ユニバーサルデザインの視点から便利で快適な道路・交通網の整 

備（都市基盤の整備） 
  

・今期における協議抽出課題の該当なし。 
   

 

視点【区】 

 柱立て（１） 地域における精神保健医療体制の基盤整備 
  

【「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム】の構築】 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム）」の構築に向け、長期入院患者の実態調

査・個別ヒアリングを実施。本人の退院への不安解消に向けた働きかけや、地域生活を支

える環境整備を推進。 

ワーキングを実施                          精神医療 
 

 柱立て（２） こども・若者の権利が守られる社会の構築 
  

【障がい児のきょうだいへの支援】 

若年者へのヒアリングを通じて、ヤングケアラー問題や家族全体への多角的な支援、ラ

イフサイクルを見据えた切れ目のない支援の必要性を検討。        こども 
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くらし部会（令和６年度） 

令和７年２月２０日 

 

令和６年度 足立区地域自立支援協議会 くらし部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

  区内の様々な事業所、関係団体の担当者に参加いただき、障がいのある方が地域でくらし

続けるためにはどうしたらよいか、課題を共有し、意見交換を図る。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

１ 高齢化の課題 

高齢化 (障がいのある方・ご家族・介助者・事業所の職員等)の課題について様々な面か

ら現状を把握し、対策の共有・検討を行う。 

２ 事業所等への情報提供 

区内障がいサービスに関連する情報等の提供。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

１ 第１回 ７月９日（火）午後２時から 

（１）高齢化の課題について 

（２）人材面の課題について 

２ 第２回 １０月１日（火）午後２時から 

（１）介助者負担の軽減ツールの体験 

（２）障がい福祉特有のサービスの課題について 

（３）緊急時の対応について 

（４）医療的ケアについて 

（５）障がい福祉報酬改定について 

３ 第３回 １月２８日（火）午後２時から 

（１）「足立区障がい者計画」の概要説明 

   障がい福祉課 障がい施策推進担当  佐々木係長 

（２）障がい者福祉計画「くらし部会」に関連する施策の情報交換 

～次期くらし部会に向けて～ 

 

＜次年度の取り組み＞ 

  引き続き、足立区障がい者計画からくらし部会に関連する施策について情報交換を行い、

課題や現状の取り組みを関係機関と共有や連携を図っていく。 
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くらし部会（令和７年度） 

令和８年２月２７日 

 

令和７年度 足立区地域自立支援協議会 くらし部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

 区内の様々な事業所、関係団体の担当者に参加いただき、障がいのある方が地域でくらし

続けるためにはどうしたらよいか、課題を共有し、意見交換を図る。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

１ 高齢化の課題 

高齢化(障がいのある方・ご家族・介助者・事業所の職員等)の課題について様々な面か

ら現状を把握し、対策の共有・検討を行う。 

２ 障がい福祉計画「くらし部会」に関する施策の情報交換・課題の検討を行う。 

 ※ 詳細は別紙２参照 

３ 事業所等への情報提供 

 

＜重点課題に対する取り組み＞  

１ 第１回 ７月１０日（火）午後２時から 

（１）令和７年度第１回足立区地域自立支援協議会本会議について 

（２）障がい者福祉計画「くらし部会」に関連する施策の情報交換、課題の検討 

（３）ネットワークについて 

 

２ 第２回 １０月２１日（火）午後２時から 

（１）竹の塚あかしあの杜 きずな（入所施設）見学 

（２）障がい者福祉計画「くらし部会」に関連する施策の情報交換、課題の検討 

 

３ 第３回 １月２０日（火）午後２時から 

（１）障がい者福祉計画「くらし部会」に関連する施策の情報交換、課題の検討 

（２）第２回地域自立支援協議会本会議に向けた意見について 

（３）次期くらし部会にむけて 

 

 

＜次期にむけて＞ 

「高齢化への対応」を大きなテーマとして事業所ごとの対応事例を集め、そこから課題を 

抽出して解決の仕組みを検討し、多職種連携や窓口の集約なども含め、高齢化に伴う課題解

決のあり方を議論していく。 
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くらし部会 別紙１ 

 

くらし部会報告書 高齢化と障害福祉計画の現状と課題 

 

 令和６、７年度足立区自立支援協議会 くらし部会において、「障がいのある方・家族・職員等

の高齢化」と「足立区障がい者計画・障がい福祉計画」の現状と課題・要因等について議論しま

した。それらの課題等で検討・各所で取り組みを行ってきた内容についてまとめています。 

 

１【現状】 

（１）利用者の高齢化と生活実態の変化 

ア 通所施設において 50代から 80代の利用者が増加しており、中には 80代で単身生活を営

みながら自力で通院や買い物を行うケースも見られる。 

イ 高齢化に伴い、加齢や感染症の後遺症によって年度の途中で医療的ケアが必要になるな

ど、身体状況の急激な変化が発生している。 

ウ 施設入所者についても「終の棲家」を希望する層が増えているが、実際の施設運営では

重度化や高齢化への対応に限界が生じている。 

（２）家族・介助者の高齢化と「緊急事態」の頻発 

ア 親子二人暮らしなどで高齢の親が倒れたり入院したりすることで、障がいのある方が地

域で取り残されるリスクが高まっている。 

イ 緊急一時保護施設が満床で親が入院した際に、本人の預け先が見つからないという切実

な声が家族から上がっている。 

（３）施設職員の高齢化と身体的負担の増大 

ア 現場職員の高齢化も進んでおり、特に重度の障がい者に対する移動や入浴の介助におい

て、腰痛などの身体的負担が深刻化している 。 

イ 現在の介助業務の約 8割が直接的な力仕事（パワー介助）が多いが、リフト等の機器導

入が進んでいない現場が多い。 

（４）障がい福祉計画と現場の乖離 

ア 第 7期障がい福祉計画（令和 6 年〜8 年度）では、地域生活への移行や自立生活援助の

拡充が掲げられているが、実態としては受け皿となるグループホームの不足や、24時間支

援体制の構築に苦慮している。 

 

２【課題】解決すべき根本的な課題 

高齢化により、従来の「障がい福祉」の枠組みだけでは対応しきれない課題が顕在化してい

る。 

（１）「終の棲家」機能と施設ハード面の限界 

ア 既存の施設（生活介護・入所施設）の建物の一部では、バリアフリー対応、入浴設備の

改修、介護ベッドの導入など、高齢化に伴うハード面のアップデートが追いついていない。 

イ 医療的ケアが必要になった場合、現行のルールでは同じ施設に留まれないケースもあり、
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別の施設を探さなければならない「制度の壁」が存在する 。 

（２）人材の質的・量的不足とミスマッチ 

ア 強度行動障がいなど専門的な支援が必要な利用者が増えている一方で、研修修了者の異

動等により、適切な支援体制を維持することが困難になっている 。 

イ 職員募集をかけても応募が少なく、特に男性スタッフの不足が顕著であり、利用者の性

別に応じた適切な介助が行えない場合がある。 

（３）セーフティーネットの慢性的不足 

ア 介護者の急な病気や事情による短期入所等の「緊急的な利用」の需要が増えているが、

元々定数の職員配置で行っている状況で夜間の体制がとれない等の理由で断らざるを得

ないケースが発生している。また、定員一杯でも施設努力で受け入れ対応をしている状況。 

イ 緊急的な受け入れにおいて、応対歴のない利用者を夜間に一人で支援する職員の心理

的・身体的負担が非常に大きい。 

（４）訪問系サービスの供給力不足と質の低下 

ア 居宅介護や重度訪問介護において、ヘルパーの有効求人倍率が極めて高く、6 割以上の

事業所が「不足」と回答。特に土日や早朝・夜間、長時間利用の希望に応えられないケー

スが常態化している。 

イ 利用者の高齢化による ADL等の低下に対応するため、二人介助のニーズが増加している

が、技術や体力を有する男性職員の確保が困難となっている。 

ウ 事業所から利用者宅への移動時間が報酬の対象外となっており、職員の負担感に繋がっ

ている。 

エ 重度訪問介護へ切り替わる際、身体介護より報酬単価が下がるため、ヘルパーから敬遠

される事例が発生している。 

（５）短期入所の慢性的な不足 

ア 「レスパイト」を目的とした区内短期入所施設の予約が取れず、家族の負担が増大して

いる。 

（６）日中活動系サービスにおける高齢化・報酬について 

ア 利用者の高齢化に伴い、従来の作業支援に加え、食事の介助や見守り等の生活支援ニー

ズが増大し、職員の負担が増している。 

イ 就労継続支援Ｂ型において、工賃実績に基づき給付費が決まる仕組みが、加齢により能

力が低下した利用者の実態に即していない。 

(７) 居住系サービスにおける設備投資等について 

ア 物価高騰及び光熱費の上昇により、現行の利用料設定では運営の継続が厳しい状況にあ

る。 

イ 親亡き後を見据えた潜在的な利用希望者は多いが、人材不足等の要因により新規開設が

進んでいない。 

ウ 日中支援型のグループホームなど、手厚い支援体制を組もうとすると、20名定員程度の

大規模施設にせざるを得ず、結果として「小さな入所施設」のようになってしまい、本来

の「地域での暮らし」との両立が難しくなっている。 

（８）障がいのある方の高齢化・家族等の高齢化に対する、サービス提供の変化 
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  ア 高齢化等に起因する課題については、初めての取り組みも多く、単独事業所で対応・解

決できない内容も増えてきている。障がい福祉、介護保険、医療、後見人など、異なる分

野の多職種が日常的に連携し、一人の利用者を支える「大きな枠組み」が必要なケースが

増えているが、重層的な多職種連携の機会も少なく、繋がりがなく事業所単体で対応する

ケースも多い。 

 イ 家族の高齢化によって障がいのある方への介助等ができなくなる時期が来ると、そもそ

も利用するための荷物の準備ができない等で、サービス利用にも大きな影響が出てくる。 

ウ 高齢化に伴い、身体的機能面・認知面において、施設の活動の内容に合わなくなる。 

 エ 障がい種別（高次脳機能障がい・身体障がい・知的障がい等）による特有の高齢化の課

題の情報を把握することに時間がかかってしまう。 

 

３【原因】 

これらの課題が解決されない背景には、制度上の構造的問題と、資源の偏在がある。 

（１）事業所間連携と人材確保との難しさ 

ア 福祉専門職の報酬体系（介護報酬）が労働の専門性や身体的負荷に見合った対価が支払

われていない。 

イ ヘルパーの移動時間や事務作業に対し報酬が発生しない仕組みが、事業所の経営を圧迫

し、スタッフの離職や新規参入の抑制を招いている。 

ウ 慢性的な人手不足の中、各事業所が自組織の運営で手一杯となっており、地域全体の課

題解決のために連携・協力する余裕が持ちにくい状態となっている。 

エ 「親亡き後」に誰が本人を守るのか、成年後見人や医療機関との連携が「点」での対応

に留まっており、地域全体で支える「面」のネットワークとして機能していない場面も出

ている。 

オ 足立区独自の入所調整ルール等により、年度途中での医療的ケア対応での移動や施設移

動が一定の制限をされていることが、迅速な支援を妨げている。 

（２）テクノロジー導入に対するコストと心理的障壁 

パワースーツや床走行式リフトなどの介助軽減ツールは、1 台 100 万円近くするものも

あり、維持費やメンテナンス費も含めると民間事業所が自費で導入するには負担が大きす

ぎる。 

（３）専門人材の育成システムの不全 

ア 強度行動障がい支援などの研修は、以前よりは受けやすくなっているものの、依然とし

て「申し込んでも受けられない」時期があったこと、育成しても転職してしまう、研修と

実践の橋渡しを行う現場の余裕がないことが原因で、支援技術の向上が停滞している。 

イ 医療的ケアを行うための「特定行為業務従事者」の認定には、実際の利用者との実地研

修が必要であるが、短期入所のような一時的な利用場面では研修の実施自体が物理的に困

難な状況。 

（４）情報共有ネットワークの分断 

施設長レベルの横のつながりはあるが、現場レベルの職員が悩みを共有し、技術を磨き

合う場が少なく、他施設の成功事例や失敗事例が自施設に還元されにくい構造になってい
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る。 

 

４【実施した取り組み及び更なる課題】 

 くらし部会委員の施設等で取り組みを行ってきた結果や更なる課題がでてきている。 

（１）「２-（４）訪問系サービス」の取り組みについて 

ア 短時間勤務（隙間バイト）の活用を検討したが、各家庭の個別事情への臨機応変な対応

には短時間勤務では限界がある。 

イ 事業所独自の魅力を発信し人材確保に努めるとともに、移動時間に対する手当支給など、

独自の処遇改善策の方法を検討する。 

（２）「２-（５）短期入所」の取り組みについて 

ア 医療的ケアや重度障がいへの対応について、近隣施設との役割分担を明確化し、受け入

れ体制を効率化していく。 

イ 通所施設と短期入所施設の間で、利用者の支援情報を事前に共有・見学するなどの連携

体制を強化した。 

（３）「２-（６）日中活動系サービス」の取り組みについて 

ア 利用者の高齢化によって施設内活動の見直しや、利用施設・事業の見直しを行っている。

同一施設内で若年層との活動の両立が難しい面が出ている。就労支援と生活介護の中間的

なサービス形態について、実態に即した制度設計を行政へ要望する。 

イ 機能維持や本人の意向を尊重した個別支援計画への見直しを行い、高齢化に対応した内

容の事例を積み重ねていく。 

（４）「２-(７) 居住系サービス」の取り組みについて 

ア 共同生活援助等において、医療系事業所等との多職種連携を強化し、医療支援体制を確

保することで、重度化・高齢化に対応している。 

イ 入居選定基準の透明性を確保し、緊急性の高いケースに対して迅速に対応できる体制を

整備する。 

ウ ハード面の更新については、予算上の兼ね合いもあり、実施できることから始めており、

設備面の改修・増設等については計画的に実施する。 

（５）「２-（８）障がいのある方の高齢化・家族等の高齢化に対する、サービス提供の変化」の

取り組みについて 

  ア 利用者の高齢化に関わる対応で困難事例については、多職種・多機関で連携を実施した。

高齢化の課題についてはこれまで取り組んだ事例も少ないため、今後は事例の積み重ねも

必要。 

また、福祉施設、医療機関、地域包括支援センター、成年後見制度の関係者が日常的に

顔の見える関係を築き、一人の利用者を多角的に支える機能を構築できるよう、広く発信

していく。 

  イ 利用者の高齢化に関わる対応では、家庭ごとに事情等もあるため、新たなサービスを使

う等、個別に対応をしてきている。家庭環境によって課題も異なってくるため、事例等を

集約し、参考にしていくことも必要。 

  ウ 障がい種別（高次脳・身体・知的等）特有の課題のケース・内容が異なり細分化してき
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ている。個々の事業所では対応している。しかし対応方法がわからず、対応が遅れるケー

スが増えている。総合的な窓口やコーディネーター的な役割を持つ人が必要。 

（６）福祉機器・ICTの活用 

福祉機器の事業者に体験会を実施していただいて、パワースーツや、無料アプリを活用し 

た iPadでの体操・レクリエーションなど、今後の活動等の活用の参考にしている。部会の中 

での情報共有だけにとどまったので、今後は広く発信できるよう検討していく。 

（７）地域全体での「人材育成・定着」への共同取り組み 

高齢化に伴う身体機能や認知機能の低下により一事業所での対応が難しい利用者の受け入 

れについて、くらし部会内での情報共有を行ってきた。このような共有を地域内の施設間で 

ノウハウを共有し合ったり、共同で研修を実施したりする「共助」の仕組みを検討していき 

たい。 

男性職員が少ないという課題に対し、力仕事に頼らない「テクノロジー活用型介助」や、 

強度行動障がいへの「専門的アプローチ」に取り組んでいる企業・事業所の取り組みを情報 

収集していくことで、将来的に福祉職の専門性と安全性をアピールできるものを作り上げて 

いくことを検討する。 
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くらし部会 別紙２ 
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はたらく部会（令和６年度） 

令和７年２月２０日 

 

令和６年度 足立区地域自立支援協議会 はたらく部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

障がいのある方が、その人らしい働き方を実現できる地域づくりを目指した、地域連 

携及び地域資源開発のあり方を検討する。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

働き方の多様化や法改正といった外的環境の変化に伴い、働くことを希望する障がい 

のある人や雇用を検討する事業主に対して、適切な情報提供や支援が行えるよう、情報の共

有及び整理を行う。また、障がいのある人の就労支援を行う関係者全体の支援の質の向上を

目指し、具体的な取り組みを進める。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

（１）第１回 ７月３０日（火） 

障害者雇用促進法及び障害者総合支援法の法改正により、実践現場で生じている影響

や環境の変化について委員に事前アンケートを行い、①障がい者本人が自己理解を深め

自己選択して行けるよう取り組んでいること、②障がい者雇用が企業の人材不足の解消

につながるよう、企業に伝えていきたいこと、③障がい者就労を拡大させていく仕組み、

などについて部会で意見交換を行った。 

（２）第２回 １０月２２日（火） 

法定雇用率に向上により、雇用率達成のための雇用が広がってきている。エージェン

トや雇用代行ビジネスなど民間サービスは多くの情報発信を行っているが、公的サービ

スの情報は企業に届いていない。今後さらに増加するであろう雇用ニーズと人材不足と

いう企業の共通課題に障害者雇用で解決を図り質の高い支援ができるよう、企業向けリ

ーフレットを作成することとし、盛り込む内容について協議した。 

（３）第３回 １月２１日（火） 

企業向け情報発信用リーフレットのたたき台を元に、具体的にどのようなリーフレッ

トにしていくか協議した。 

令和７年１０月から始まる「就労選択支援」の情報共有と、あり方や視点などについ

て協議した。 

 

＜次年度の取り組み＞ 

引き続き、企業向け情報発信用リーフレットの作成を進める。 

次年度の部会も今年度同様、３回実施する。 
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はたらく部会 別紙１ 
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はたらく部会（令和７年度） 

令和８年２月２７日 

 

令和７年度 足立区地域自立支援協議会 はたらく部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

障がいのある方が、その人らしい働き方を実現できる地域づくりを目指した、地域連携

及び地域資源開発のあり方を検討する。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

働き方の多様化や法改正といった外的環境の変化に伴い、働くことを希望する障がいの

ある人や雇用を検討する事業主に対して、適切な情報提供や支援が行えるよう、情報の共

有及び整理を行う。また、障がいのある人の就労支援を行う関係者全体の支援の質の向上

を目指し、具体的な取り組みを進める。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

（１）第１回 令和７年７月８日（火） 

障害者雇用を促進するため、企業向け情報発信用リーフレットの作成を検討してきた

が、分厚い資料は活用されないことから、紙面の情報は最小限に留め、詳しい情報はＱ

Ｒコードで読み込む形のパンフレットを作成することとし、内容を協議した。 

障害者雇用を成功させている区内中小企業のノウハウも盛り込むこととし、委員から

情報を収集して、企業ヒアリングを行うこととした。 

（２）第２回 令和７年１０月７日（火） 

パンフレットに掲載する内容について協議した。 

ハローワーク足立の雇用指導官にご参加いただき、雇用者側の情報を聴取した。企業

支援は、雇用を進める上で課題になっていることが聴取できると、円滑に進むことなど

が共有された。 

就労選択支援事業について、区の進捗状況を共有し、懸念事項の聞き取りを行った。 

（３）第３回 令和７年１２月２３日（火） 

区内中小企業における障害者雇用成功事例のヒアリング結果を共有した。 

パンフレットの記載内容について、最終確認を行った。 

障害者雇用の啓発活動については、足立区公益活動げんき応援助成事業を活用し、パ

ンフレットの印刷と、令和８年３月３日に企業向けセミナーを開催することとした。 

就労選択支援事業について、前回に引き続き、区の進捗状況を共有した。 

東京足立病院の方にもご参加いただき、医療機関における就労支援について、取組状況を

共有した。 
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＜次期にむけて＞ 

次年度は、今年度実施した普及啓発活動を起点に、引き続きパンフレットの配布を行い、動画

や記事の閲覧状況を分析するとともに、問い合わせ等の実態を把握・共有して内容と導線の改

善を検討していく。あわせてセミナーの振り返りを行い、ハローワーク・支援機関・医療機関との

連携による支援体制を検討し就労支援の質の向上を目指していく。 

また、就労選択支援の進捗と課題を整理するとともに、報酬改定を見据えた障害者総合支援

法における就労支援サービスの在り方について検討する。 
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はたらく部会 別紙１リーフレット 
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はたらく部会 別紙２チラシ 
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こども部会（令和６年度） 

令和７年２月２８日 

 

令和６年度 足立区地域自立支援協議会 こども部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

 さまざまな立場からこどもの支援にかかわっている足立区内の１５の機関・団体関係者が

一堂に会し、区内の子どもの置かれている状況の共通理解と情報共有、更には課題の共有を

図る。また、そこから建設的かつ具体的に関係者が単独あるいは協働してやるべきこと、や

れたら良いことを考え、行政に向けての提案などに繋がる協議・議論を多面的かつ具体的に

展開する場とする。 

 

＜今期及び令和６年度の重点課題＞ 

（１）各機関の活動内容等について情報共有し、「横の連携」をテーマに、顔の見えるつなが

りについて検討していく。 

（２）部会の会場を委員の所属機関で実施することで施設を理解し、より深い議論につなげ

ていく。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

（１） 第１回 令和６年６月２５日（火）１４時～１６時（開催場所 障がい福祉センター） 

前半は、小谷部会長より部会の目的や重点課題についての説明があり、参加委員間で

共有した。自己紹介を交えながら、各委員より目的や重点課題に沿った現状の課題等の

発表を行った。福祉まるごと相談課や新規に開設する児童発達支援センター、こども支

援センターげんき館内で運営をスタートしたペアレントメンターについての情報交換も

行った。 

（２）第２回 令和６年１０月３日（木）１４時～１６時（開催場所 東京未来大学） 

   協議時間前にランチミーティング・施設見学会を実施した。第４回日本小児リハビリ

テーション医学会学術集会“誰ひとり取り残さない未来のために”についての報告を交

え、不登校やヤングケアラーについての話題を取り上げ、話し合った。 

（３）第３回 令和７年２月２７日(木) １４時～１６時（開催場所 東京都立花畑学園） 

   協議時間前に施設見学会を実施した。協議では、施設見学の感想や相談先としてつな

がっている機関について、また外国にルーツのあるご家庭へのかかわりについてなどを

話し合った。 

 

＜次年度の取り組み＞ 

   引き続き、「横の連携」をテーマに協議をすすめる。また、子ども・若者の意見を聴く

機会を設定し、そこからわかった課題について協議を行っていく。 
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こども部会（令和７年度） 

令和８年２月２７日 

 

令和７年度 足立区地域自立支援協議会こども部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

様々な立場から子どもの支援に関わっている足立区内の１５の機関・団体関係者が一堂

に会し、区内の子どもの置かれている状況の共通理解と情報共有、更には課題の共有を図

る。また、そこから建設的かつ具体的に関係者が単独あるいは協働してやるべきこと、や

れたら良いことを考え、行政に向けての提案などに繋がる協議・議論を多面的かつ具体的

に展開する場とする。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

（１）「横の連携」をテーマに、部会の会場を区内の関係機関等で実施することで施設を理解

する機会とし、より深い議論につなげていく。 

（２）子ども・若者の意見を聴く機会を設定し、今後の協議内容に反映させていく。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

（１）第１回 令和７年７月１日（火）１４時～１６時（開催場所 障がい福祉セ 

ンター） 

   関係機関との横の連携について 

今年度のテーマである「横断的な連携」について、各機関の現状と課題について話し

合った。委員からは、意思決定支援やきょうだい児支援、インクルーシブ教育、不登校

等の課題が出された。 

第２回に実施する子ども・若者の意見を聴く機会について、具体的にお聞きしたい内

容について、各委員から発言があった。 

（２）第２回 令和７年１０月２２日（水）１０時～１２時（開催場所 東京未来 

大学） 

   子ども・若者の意見を聴く 

障がいのある子どものきょうだい児の支援について、２名のきょうだい児を招きこど

も部会の委員から収集した質問をもとにして、話しをしていただいた。事後に感想をお

伝えし、意見交換を行った。 

（３）第３回 令和８年１月２９日（木）１４時～１６時（開催場所 障がい福祉センター） 

   今期のまとめ 

  第２回の意見聴取をもとに、今期の振り返りおよび次年度の取り組みについてグルー

プ討議を行い、グループごとに出された意見を発表し、今期のまとめとした。 
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＜次期にむけて＞ 

関係機関のみならず、保護者同士の関係性などを含む、様々な連携について検討を続け

顔の見える関係性を深めていく。 

行政および各機関・団体の、最新の動きについて情報を共有し、そこから抽出された課

題について検討していく。 
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相談支援部会（令和６年度） 

令和７年２月２０日 

 

令和６年度 足立区地域自立支援協議会 相談支援部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

 障がい児・者が地域で安心・安全な生活を送るために必要な、相談支援に関する諸課題を

検討・整理し相談支援体制をより充実させるとともにその仕組みづくり等について検討する。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

（１）相談支援の視点から足立区の地域の強みと課題を抽出する。 

（２）相談支援体制や機能充実のため、各種団体との連携のあり方を協議する。 

（３）相談支援従事者の資質向上の取り組みについて協議する。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

（１）実施日 

第１回 令和６年７月１１日(木）１０時から１２時 

相談支援部会の昨年度までの経過について 

足立区における重層的支援体制について 

第２回 令和６年８月２８日(水)１４時から１６時 

   相談支援従事者の資質向上の取り組みについて 

第３回 令和７年１月１５日（水）１４時から１６時 

相談支援従事者の資質向上の取り組みについて 

（２）重点課題に対する取り組み 

 別紙１ 

 

＜次年度の取り組み＞ 

今期及び今年度の重点課題の協議の継続 

（１）充実した相談支援体制について協議を継続し、相談支援専門員の資質向上、人 

  材育成の仕組みづくりに向けた検討をおこなう。 

（２）モニタリング結果の検証の内容を、部会内で様々な視点と意見を基にして作り 

上げる。 
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相談支援部会 別紙１ 

【第１回協議内容】 

前年度までの活動について課題と成果について共有を行った。 

① IT 化  

携帯端末を活用したツール（アプリ）の利用とデジタル情報系ツール（地域資源マッ

プ）の活用について昨年度検討内容の報告を行った。 

障がい福祉課より、これまで積み上げた内容について、引き続き活用を検討していく

との説明を受けた。 

 ② つながりやすい相談窓口について 

今年度新設された福祉まるごと相談課から、足立区の重層的支援体制について説明の

機会を設け共有した。今期より福祉まるごと相談課が委員に加わり、より厚みのある相

談支援部会とした。 

③ 基幹相談支援センター体制について 

  今年度から障がい援護課基幹相談・権利擁護係を新設し、二カ所体制となったため、

それぞれの役割等について報告を行った。  

 

【第２回、第３回協議内容】 

相談支援従事者の資質向上の取り組みについて検討を行った。 

① 第２回部会協議内容 

相談支援従事者の中でも相談支援専門員の役割が強化されていく中で、相談支援専門

員の資質向上が重要な課題であることを共有した。あわせてやりがいを持って支援を継

続していくための支援も必要なことから、評価や指導的視点ではないサポーティブな仕

組みとなるモニタリング結果の検証の指標づくりを相談支援部会で検討し具現化してい

くことを確認した。 

 ② ワーキンググループによる取り組み 

第２回実施後ワーキンググループによる「モニタリング結果の検証の手法と検討のた

めの事業所訪問」（別紙２）を４回実施し、検討のための素材集めを行った。 

③ 第３回部会協議内容 

   「モニタリング結果の検証の手法と検討のための事業所訪問」の報告と指標となる「振

り返りシート」（別紙３）の内容について説明を行い、足立区版の「モニタリング結果の

検証」の内容について検討を行った。引き続き部会内で様々な視点と意見を基にして作

り上げることを確認した。 
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相談支援部会 別紙２ 
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相談支援部会 別紙３ 
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相談支援部会（令和７年度） 

令和８年２月２７日 

 

令和７年度 足立区地域自立支援協議会相談支援部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

障がい児・者が地域で安心・安全な生活を送るために必要な、相談支援に関する諸 

課題を検討・整理し相談支援体制をより充実させるとともにその仕組みづくり等につ 

いて検討する。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

（１）相談支援の視点から足立区の地域の強みと課題を抽出する。 

（２）相談支援体制や機能充実のため、各種団体との連携のあり方を協議する。 

（３）相談支援従事者の資質向上の取り組みについて協議する。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

 別紙１ 自立支援協議会相談支援部会の取り組みのとおり 

 

＜次期にむけて＞ 

（１）相談支援従事者の資質向上の取り組みについて協議する。 

あだち相談支援フォローアッププロジェクトの実施内容を通して協議を継続し 

ていく。 

（２）相談支援の視点から足立区の地域の強みと課題を抽出する。 

課題の抽出方法については、あだち相談支援フォローアッププロジェクト実施の 

中で、様々な地域課題を個別事例から発見共有できる機会にもなった。 

個別事例から抽出された地域の強みや地域課題を、重層的支援体制（サービスが 

途切れた、または未利用の住民）への支援のあり方について検討を進めていく。 
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相談支援部会 別紙１ 

自立支援協議会相談支援部会概要・重点課題に対する取り組み 

 

１ 令和７年度相談支援部会概要 

（１）第１回（令和７年６月１１日） 

「ひとり事業所」支援の必要性が共有された。主要議題として、資質向上の取

り組みの一つであるモニタリング結果の検証を「あだち相談支援フォローアップ

プロジェクト（案）」として継続することと、重層的支援体制（第２層：サービ

ス未利用層への支援）に関するグループ討議による課題の共有を行った。 

 

（２）第２回（令和７年１０月１５日） 

あだち相談支援フォローアッププロジェクト」の具体的な実践報告が行われ、

検証シートのチェック結果や、受講者・ＳＶ担当者双方からの感想が共有された。

また、重層的支援体制の第２層（サービスが途切れた、または未利用の住民）へ

の支援のあり方について、保健師や福祉まるごと相談課、生活保護のケースワー

カーや援護係との連携事例を踏まえた議論を行った。 

 

（３）第３回（令和８年１月９日） 

これまでの部会で検討した成果を共有し、それを踏まえて次年度に継続すべき

課題を検討した。次年度以降の継続課題として、あだち相談支援フォローアップ

プロジェクトによる地域課題の分析、およびＬＩＮＥ等のサポートツールのさら

なる活用が共有された。 

 

２ 重点課題に対する取り組み 

（１）相談支援の視点から足立区の強みと課題を抽出する取り組みについて 

   下記の（２）とあわせて協議、検討を進めた。 

（２）相談支援体制や機能充実のため、各種団体との連携のあり方について 

ア 課題 

    一般相談（２層相談）についてサービス未利用層への支援の難しさ 

（ア）支援の拒否・無関心層への対応の難しさ 

サービスを知っていても使いたくないという意思がある人への無理 

な介入は難しいこと。支援が必要だと感じられても、本人が支援を拒 

否するケースがあること。 

（イ）相談・支援の断絶 

サービス利用の意志がないと、相談機関との関係が切れてしまい、 

公的機関の援護係との関わりも途絶えてしまうこと。手帳などを持た 

ない「何もない方」からのＳＯＳを受けた際、どこに繋いでいいか自 

信がない、途絶えてしまう可能性があること。近隣からの「気になる」 
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といった情報（グレーゾーンの情報）が、どこでどのように集約され、 

先に進められるのかが不明確であること。 

（ウ）精神障がい者特有の課題 

医療に繋がっていない、または治療中断している、病識がない危機 

的なケースが存在し、民間事業所だけでは対応が難しいこと。計画相 

談が終了した後や、サービスが必要ではないが日頃の悩みがある場合 

に、相談のみのサービス（基本的な相談）を提供する仕組みが不足し 

ており、ニーズが高いこと。 

（エ）情報と機会の不足 

そもそもサービスの内容や使い方が分からない、ついていけない（高 

齢になった方など）ケース。中途障がいの方など、どこにも繋がらず 

に来た人たちが情報を知らないこと。 

 

イ 検討内容 

サービス利用を拒否する意思がある、または支援の必要性に気づいて 

いない方、情報が届かない中途障がいの方など、福祉サービスに繋がっ 

ていない人たちへの支援は個別性も高く、課題抽出が困難であることを 

共有した。（令和７年度第１回） 

重層的支援体制の第２層(サービスが途切れた、または未利用の住民) 

への支援のあり方について、保健師や福祉まるごと相談課、生活保護ケ 

ースワーカーや援護係との連携事例を踏まえた議論を行った。(令和７年 

度第２回) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見として挙げられた提案内容】 

① ＳＮＳ／仮想空間の活用 

ＬＩＮＥやアバターを用いた仮想空間の区役所を設けるなど、非対面で 

の相談の機会を提供する。 

② 居場所づくり 

当事者や家族が不安を抱えることなく気軽に繋がれる場づくりの検討。 

③ 多機関連携の強化 

サービスが切れる際に、関係基幹と連携し、支援のポイントを共有する 

ことで支援の断絶を防ぐ。 

④ アウトリーチの工夫 

地域を絞ったチラシ配布や、無作為にサービス案内を配布するなどの情 

報提供を強化する。 
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ウ まとめ・方向性 

    下記の要点を踏まえながら、次年度に継続して検討する案件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）相談支援従事者の資質向上の取り組みについて 

ア 課題 

（ア）相談支援提供体制のキャパシティ不足 

障がい福祉サービスの受給者数に対し、相談支援事業所や相談支援 

専門員の数が圧倒的に不足 

（イ）相談支援専門員の資質・経験のばらつきと精神的負担相談支援専門 

員間で経験の差が大きく、また、広範な役割が求められる中で、新し 

い相談員が意欲を失う可能性がある 

（ウ）モニタリング結果の検証手法の指標づくり 

イ 検討内容 

上記課題の通り、相談支援事業所が不足しており、各相談支援専門員は 

日々業務に追われている。また小規模事業所も多い。加えて、相談支援専 

門員が気軽に相談したり、支援を振り返ったりする機会が少ないのが現状。 

そのため、足立区で行うモニタリング結果の検証は、相談支援専門員の 

資質向上の取り組みを行うことを目的し、その内容は、相談支援専門員に 

寄り添った取り組みとし、計画相談支援を安心して続けていくための、サ 

ポーティブな仕組みとすることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【足立区がおこなう「モニタリング結果の検証」の特徴】 

① 行政的な評価や指導的視点ではなく、専門員がやりがいを持って継続できるためのサ

ポーティブな仕組みとする。具体的な方法は、基幹相談支援センター職員と主任相談

支援専門員が事業所訪問し実施する。 

② 指標については自立支援協議会相談支援部会で検討し、作りあげていく。 

③ 提出書類に書かれていない相談支援専門員の思いや事情も含めて、ケアマネジメント

プロセス全体を振り返る、「振り返りシート」を使用する。 

・サービスや相談が途切れないためのツールづくり 

・途切れてもつながりやすいしくみ 

・一度利用できていたサービスが離れてしまうタイミングは？ 

・関わるタイミングが途切れる時は？ 

・こぼれやすい原因となるタイミングはどんなこと？ 

・関わりからこぼれない方法、どんなものが必要なのか 

※ 個別事例から地域課題を考える。 
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ウ 取組内容 

（ア）部会・ワーキンググループによる取り組みとして主任相談員同士で 

実施。（令和６年度に４回実施） 

（イ）モニタリング結果の検証手法について、「評価や指導的視点ではない 

サポーティブな仕組み」の構築で進めていくことを確認。（令和６年度 

到達点） 

（ウ）振り返りシートの作成（指標づくり）を部会内で検討。（通年） 

（エ）主任相談員の協力のもと「あだち相談支援フォローアッププロジェ 

クト」を作成した。 

（オ）相談支援事業所ネットワークで周知。（実施希望２か所あり） 

（カ）主任相談員が在籍している事業所の相談員に対して「あだち相談 

支援フォローアッププロジェクト」として実施。（令和７年度４回） 

エ まとめ・方向性 

    「あだち相談支援フォローアッププロジェクト」として実施する 

（ア）あしすと基幹・区内主任相談支援専門員が区内事業所を訪問。個別 

事例の振り返りを行う。 

（イ）振り返りの際には、振り返りシートを活用する。 

（ウ）振り返りシートは障がい援護課基幹相談・権利擁護係に集積する。 
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権利擁護部会（令和６年度） 

令和７年２月２０日 

                                                

令和６年度 足立区地域自立支援協議会 権利擁護部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

 「地域における障がい者の権利擁護に関する連携と調整」を目的に、障がい者の権利擁護

支援に関する事例や事案について、関係者と情報を共有する。また、障害者差別解消支援地

域協議会の機能を兼ね、差別の解消や合理的配慮について協議する。 

成年後見制度等の権利擁護支援の促進、障がい者の虐待防止と早期発見のための連携体制

の構築を目指す。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

（１）障がいのある方の権利に関する現状の把握と今後の計画 

   権利擁護支援は多岐にわたる。意思決定支援等障がいのある方のニーズや権利侵害等

の現状を把握するとともに、権利擁護に関する施策の動向やトピック、各団体、事業所、

区の現状や課題、計画などを共有し、情報を整理する。 

（２）障がい者の差別の解消及び合理的配慮について 

「障害者差別解消法」の改正により、民間事業者における合理的配慮の提供が義務化

された。この提供に向けて、障がい特性への理解を深める取り組みや効果的な相談体制

の在り方を検討する。 

（３）成年後見制度・権利擁護支援の促進について 

   中核機関による事業所職員向けの講座の取り組みにより、実際、制度利用に結び付い

た事例等を取り上げ、取り組みの現状と課題、今後について検討する。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

（１）第１回 ７月３１日（水） 

障がいのある方の権利に係る現状と課題、計画について各委員から意見を伺い情報を

４点（「差別解消・合理的配慮」「意思決定支援」「成年後見制度と権利擁護支援」「虐待

防止」）の大きな枠組みに整理した。資料１ 

（２）第２回 １１月１９日（火） 

「差別解消・合理的配慮」について区から相談事例を共有し、区の相談体制や障害者

差別解消法の周知・ＰＲについて各委員から意見を伺った。 

（３）第３回 ２月５日（水） 

「意思決定支援・成年後見制度と権利擁護支援」におけるチームによる権利擁護支援

について、それぞれ各委員の立場の視点から意見を伺い共有した。 

（４）足立区地域自立支援協議会セミナー 

部会での意見を踏まえ、「障がい者の差別解消と合理的配慮」および「総合的に学ぶ 

意思決定支援」をテーマにセミナーが実施され、一部の部会員も参加した。資料２ 
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＜次年度の取り組み＞ 

１２月に政府から、『障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画』

が発表された。こうした動向を踏まえ、課題の解決に向けた取り組みを継続していく。また、

他の部会とも連携し、協力しながら進めていきたい。 
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権利擁護部会 資料１ 
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権利擁護部会 資料２ 
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権利擁護部会（令和７年度） 

令和８年２月２７日 

 

令和７年度 足立区地域自立支援協議会 権利擁護部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

 「地域における障がい者の権利擁護に関する連携と調整」を目的に、障がい者の権利擁護

支援に関する事例や事案について、関係者と情報を共有する。また、障害者差別解消支援地

域協議会の機能を兼ね、差別の解消や合理的配慮について協議する。 

成年後見制度等の権利擁護支援の促進、障がい者の虐待防止と早期発見のための連携体制

の構築を目指す。 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

（１）障がいのある方の権利に関する現状の把握と今後の計画 

   権利擁護支援は多岐にわたる。意思決定支援等障がいのある方のニーズや権利侵害等

の現状を把握するとともに、権利擁護に関する施策の動向やトピック、各団体、事業所、

区の現状や課題、計画などを共有し、情報を整理する。資料１ 

（２）障がい者の差別の解消及び合理的配慮について 

「障害者差別解消法」の改正により、民間事業者における合理的配慮の提供が義務化

された。この提供に向けて、障がい特性への理解を深める取り組みや効果的な相談体制

の在り方を検討する。 

（３）成年後見制度・権利擁護支援の促進について 

   中核機関による事業所職員向けの講座の取り組みにより、実際、制度利用に結び付い

た事例等を取り上げ、取り組みの現状と課題、今後について検討する。 

（４）障がい者の虐待防止と早期発見のための連携体制の構築について 

   事業者虐待・養護者虐待の現状や課題、虐待防止及び早期発見のための取り組み、養

護者支援の実施について事例を交えながら検討する。 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

（１）第１回 ７月１６日（水） 

障がいのある方に対する虐待防止について各委員からそれぞれの立場で意見を伺い協

議した。 

（２）第２回 １１月１８日（火） 

部会開催前に行ったワーキング※の内容を踏まえ、①「共生社会が自然に理解できる

こと」②「特に障がいとの接点が少ない子どもや企業にも分かりやすいこと」③「親し

みやすさ」④「自分ごとにする」をキーワードとし各委員からＰＲ活動に関する各自の

取り組みや、意見を伺った。 

※ 「障がい理解・共生社会に関する啓発活動」について、子ども向けの周知活動を一つ
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のアイデアとして、取り組みの方向性を検討するため、部会を横断（はたらく・相談

支援・権利擁護・精神医療）してワーキングを実施 

（３）第３回 ２月１８日（水） 

障がいのある方の権利擁護支援を支えるしくみについて、成年後見制度の見直しや、

他自治体の法人後見の取り組みを報告し、協議を行った。 

（４）足立区地域自立支援協議会セミナー 

部会での意見を踏まえ、「障がい者の差別解消とあなたの取り組み」をテーマにセミ

ナーが実施され、一部の部会員も参加した。資料２ 

 

＜次期にむけて＞ 

 引き続き、障がい者差別の解消・合理的配慮の提供、意思決定支援、障がい者の権利擁護

支援及び虐待防止における課題等の情報収集や共有を図る。 

また、成年後見制度の見直しを含め権利擁護支援事業における国の動向を把握しつつ、協

議を行う。 
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権利擁護部会 資料１ 
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権利擁護部会 資料２ 
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精神医療部会（令和６年度） 

令和７年２月２０日 

 

令和６年度 足立区地域自立支援協議会 精神医療部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

精神障がい者の支援に関する連携及び調整 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」（にも包括）に向けた協議及び情報 

共有 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

１ 実施日 

第１回精神医療部会 令和６年７月２９日（月） 

  第２回精神医療部会 令和６年１２月１９日（木） 

２ 内容 

ワーキンググループでの活動内容を報告し、今後の活動について検討 

令和５年度から精神障がい者が地域で生活ができるよう、生活基盤の整備及び支援体 

制の構築を図るため、長期入院者への調査を開始している。令和６年度は、令和５年度 

に行った個別状況調査の結果を踏まえ、入院患者へ対面での個別ヒアリングを行った。 

また、福祉部のみならず住宅課等の関係する所属へ協力依頼を行い、退院後に地域で精 

神障がい者を支援する体制について、現在の課題を挙げた。 

精神医療部会では、対面調査についての意見や、精神障がい者を取り巻く環境や課題等、 

意見交換をした。 

３ ワーキンググループについて 

（１）活動状況 

回数 開催日時・場所 参加者数 内容  

１ 
5月 30日（木） 

9時～11時 30分 

20名 ・長期入院者書面調査結果と今後の取り組みについて 

・精神障がい者の住まいに関する課題について 

２ 
6月 25日（火） 

9時～11時 

20名 ・精神障がい者の住宅受入れの課題について 

・他区の障がい者に対する住居確保支援について 

３ 
8月 9日（金） 

9時～11時 

18名 ・訪問調査の対象者選定 

・調査項目、調査員、調査方法決定 

訪問 

調査 

8月 27日（火） 

10時～11時 

13名 

調査員のみ 

・聞き取り調査時の注意事項について確認 

・聞き取りマニュアルを作成 

9月 計 11回 13名 ・4病院 53人の長期入院者に訪問調査 
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４ 
10月 29日（火） 

9時～11時 

18名 ・訪問調査結果について共有と課題検討 

 

５ 
11月 28日（木） 

9時～10時 45分 

20名 ・令和７年度のワーキンググループの取り組みについて 

 

（２）長期入院者個別ヒアリングの結果について 

 書面では分からなかった長期入院者の課題が見えた。 

 ・ご本人の退院に対する不安が大きい 

 ・入院生活では、退院後の生活能力の把握がしづらいこと 

 ・身体面での問題                  等 

 

＜次年度の取り組み＞ 

長期入院者への個別調査で明らかになった課題を踏まえ、ピアサポーターの活用やショー 

トステイ事業の検討等、引き続き地域移行や地域課題等の解決に向けた取り組みについて協

議していく。 
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精神医療部会（令和７年度） 

令和８年２月２７日 

 

令和７年度 足立区地域自立支援協議会  精神医療部会活動報告書 

 

＜部会の目的＞ 

精神障がい者の支援に関する連携及び調整 

 

＜今期及び今年度の重点課題＞ 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」（にも包括）に向けた協議および情

報共有 

 

＜重点課題に対する取り組み＞ 

１ 精神医療部会の開催（日時、回数等については１８ページ参照） 

（１）第１回精神医療部会 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係るワーキンググループの

活動計画および活動状況について 

（２）第２回精神医療部会 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係るワーキンググループの

活動状況および活動に対する意見等について 

（３）次年度の取り組み 

ア ピアサポーターの取組み（後述）の進捗状況を確認しつつ、必要な助言を「精神障

害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係るワーキンググループに行ってい

く。 

イ 精神障がい者の支援に関する課題の共有と抽出およびその解決に向けた連携と調整

を行う。また、そのための手段の検討を行っていく。 

 

２ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係るワーキンググループの開 

  催 

 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係るワーキンググループとは 

 

精神医療部会の下部組織。 

「入院から地域へ」を根本概念とし、地域移行支援事業所のメンバーを中心として設置した。 

今年度は、令和５年度、令和６年度にかけて行った長期入院者の調査結果を基に、退院促進 

に向けて方向性を定めることを主眼にしてスタートした。 
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（１）「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係るワーキンググループの開 

  催 

ピアサポーターの活動強化・育成支援事業の立ち上げに向けて、どのような取組みが

必要か検討した。 

【理由】 

調査結果より、病院から地域へ戻る際に本人の退院への意向が低いことや、長期入院

により精神の病状だけでなく身体的な病状等が現れるなどの課題もあることが分かった。

これら結果を踏まえ、長期入院者に対しての動機づけ支援と、退院後の環境整備として

地域生活を支える支援者が必須であり、ピアサポーターの重要性を再認識したため。 

 

（２）次期にむけて 

ピアサポーターの裾野を広げるための活動として、ピアサポーターの周知と増員をす

るための事業内容の検討をしていく。 

 

 


